
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
、
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
嬬
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。

第
一
条
の
う
ち
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
目
次
の

改
正
規
定
中
「
「
第
二
十
九
条
の
こ
」
に
」

の
下
に
「
、

「
第
四
十
七
条
の
ニ
」
を
「
第
四
十
七
条
の
こ
の
こ
」

を
加
え

ヲ
(
出
。

第
一
条
の
う
ち
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十

一
二
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
五
十
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
う
ち
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
、
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
一
二
章

第
二
節
中
第
一
二
十
条
の
三
の
前
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
第
一
一
一
十
条
の
こ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(
均
等
待
遇
原
則
)

第
三
十
条
の
二

派
遣
元
事
業
主
は
、

そ
の
一
雇
用
す
る
派
遣
労
働
者
の
賃
金
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

当
該
派
遣
労
働



者
の
従
事
す
る
業
務
と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
派
遣
先
(
当
該
派
遣
労
働
者
に
係
る
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受

け
る
者
を
い
う
。
第
四
節
を
除
き
、
以
下
関
じ
。
)
に
一
庭
用
さ
れ
る
労
働
者
の
賃
金
水
準
と
の
均
等
を
図
る
よ
う
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2 

派
遣
元
事
業
主
は
、

そ
の
一
媛
一
周
す
る
派
遣
労
働
者
に
対
す
る
教
育
訓
練
及
、
び
福
利
厚
生
の
実
施
そ
の
他
当
該
派
遣
労
働

者
の
円
滑
な
派
遣
就
業
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
、

当
該
派
遣
労
働
者
の
従
事
す
る
業
務
と
同
種
の
業
務

に
従
事
す
る
派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
と
の
均
等
を
図
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
中
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
一
二
十
五
条

中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
条
に
一
一
習
を
加
え
る

改
正
規
定
を
削
る
。

第
一
条
の
う
ち
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
一
二
十

五
条
の
こ
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
中
「
、

そ
の
業
務
を
迅
速
か
つ
的
確
に
遂
行
す

る
た
め
に
専
門
的
な
知
識
、
技
術
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
の
う
ち
、
労
働
者
派
遣
に
よ
り
日
一
履
労
働
者
(
日
々
又
は
二

月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
一
庭
用
す
る
労
働
者
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
向
じ
。
)

を
従
事
さ
せ
て
も
当
該
自
一
展
労
働
者



の
適
正
な
雇
用
管
理
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
業
務
と
し
て
政
令
で
定
め
る
業
務
以
外
の
業
務
に
つ
い

て
は
」
を
削
り
、

「
雇
用
す
る
日
雇
労
働
者
」
の
下
に
「
(
日
々
又
は
二
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
用
す
る
労
働
者
を
い
う
。
)
」

を
加
え
、

間
条
第
ニ
項
を
出
る
。

第
一
条
中
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
条
に

一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
二
項
中
「
診
療
所
、
給
食
施
設
等
の
施
設
で
あ
っ
て
現
に
当
該
派
遣
先
に
一
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
が
通
常
利
用

し
て
い
る
も
の
の
利
用
に
関
す
る
便
宜
の
供
与
」
を
「
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
に
対
す
る
協
力
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
二

項
を
加
え
る
。

3 

派
遣
先
は
、

そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
派
遣
労
働
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

診
療
所
、
給
食
施
設
等
の
施
設
で
あ
っ
て
現
に
当
該
派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
が
通
常
利
用
し
て
い
る
も
の
の
利
用

に
関
す
る
便
宜
の
供
与
に
つ
い
て
、
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

4 

派
遣
一
先
は
、
第
三
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
派
遣
元
事
業
主
の
求
め

に
応
じ
、

そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働
者
が
従
事
す
る
業
務
と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
当
該
派
遣
先



四

に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
当
該
措
麓
に
必
要
な
も
の
を
提
供
す
る
等
必
要
な
協
力
を
す
る
よ
う
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
の
う
ち
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十

条
の
ニ
第
一
項
第
三
号
の
改
正
規
定
中
「
第
四
十
条
の
二
第
一
項
第
一
二
号
」

を

「
第
四
十
条
の
一
一
第
一
項
第
一
号
中
「
次
の
イ

又
は
ロ
に
該
当
す
る
」

を

「
そ
の
業
務
を
迅
速
か
つ
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
に
高
度
の
専
門
的
な
知
識
、
技
術
又
は
経
験
を
必

要
と
し
、
労
働
者
が
使
用
者
と
の
交
渉
に
お
い
て
対
等
の
立
場
に
立
っ
と
認
め
ら
れ
る
」
に
改
め
、

同
号
イ
及
び
ロ
を
削
り
、

同
項
第
一
ニ
ロ
互
に
改
め
る
。

第
一
条
の
う
ち
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
、
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十

久
木
の
五
の
改
正
規
定
及
び
陪
条
に
た
だ
し
章
一
回
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
」
を
「
改
め

る
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
章
一
百
を
削
る
。

第
一
条
の
う
ち
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
、
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十

条
の
五
の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
四
十
条
の
六
第
一
項
中
「
の
労
働
条
件
」

の
下
に
「
(
労
働
契
約
の
期
間

を
除
く
。
)
」
を
、

「
と
す
る
」

の
下
に
「
期
間
の
定
め
の
な
い
」

を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
第
四
十
条
の
七
第
一



項
中
「
(
問
項
た
だ
し

に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
)
」

を
削
り
、
第
四
十
条
の
九
第
二
項
中
「
第
一
二
十
五
条
第
一
項
」

を

「
第
三
十
五
条
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
五
条

第
一
一
地
円
か
ら
第
沼
項
ま
で
、
第
八
項
、
第
九
項
、
第
十
五
項
及
び
第
十
六
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第
六
項
、
第

十
二
項
及
び
第
十
三
項
並
び
に
第
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
章
第
四
節
中
第
四
十
七
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
労
働
組
合
法
の
適
用
に
関
す
る
特
例
)

第
四
十
七
条
の
二
の

労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働
者
の

当
該
労
働
者
派
遣
に
係
る
就
業
に
関
し
て
は
、
当
該
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
も
ま
た
、
当
該
派
遣
労
働

者
を
雇
用
す
る
使
用
者
と
み
な
し
て
、
労
働
組
合
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
)
第
七
条
第
二
号
の
規
定
を

適
用
す
る
。

第
二
条
中
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の

改
正
規
定
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五



一」

/¥ 

「
第
二
節

事
業
の
許
可
等

日
次
中

第
一
款

一
般
労
働
者
派
遣
事
業
(
第
五
条
第
十
五
条
)

を

「世弟二枠制山

労
働
者
派
遣
事
業
の
許

第
二
款

特
定
労
働
者
探
遣
事
業
(
第
十
六
条
第
二
十
二
条
)
」

可
等
(
第
五
条
第
二
十
一
一
条
)
」

に
改
め
る
。

第
二
条
第
四
号
及
び
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
一
般
派
遣
元
事
業
主
」

を

「
派
遣
元
事
業
主
」

に
改
め
、

「又

は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
塗
闘
を
提
出
し
た
者
(
以
下
「
特
定
派
遣
元
事
業
主
」

と
い
う
。
)
」

を
削
り
、

同

号
を
同
条
第
四
号
と
す
る
。

第
二
条
中
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の

改
正
規
定
及
び
同
母
を
問
問
項
第
四
号
と
し
、
向
項
第

の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、

問
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

物
の
溶
融
、
鋳
造
、
加
工
、
組
立
て
、
洗
浄
、

議
装
、
運
搬
等
物
を
製
造
す
る
工
程
に
お
け
る
作
業
に
係
る
業
務

第
二
条
の
う
ち
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
の
改

正
規
定
中
「
の
下
に
「
及
、
び
第
四
号
」

を
加
え
る
」
を
「
を

字
削
項
石
知
西
口
寸
」

に
改
め
る
」

に
改
め
る
c



第
二
条
中
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
の
改
正
規
定

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

「
第
二
節

事
業
の
許
可
等
」
を
「
第
二
節

労
働
者
派
遣
事
業
の
許
可
等
」
に
改
め
る
。

「
第
一
款

一
般
労
働
者
派
遣
事
業
」

を
削
る
。

第
五
条
(
見
出
し
を
含
む
。
)
中
「
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
」

を

「
労
働
者
派
遣
事
業
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
四
号
中
「
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
」

を
「
労
働
者
派
遣
一
事
業
」
に
改
め
、

「
、
又
は
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
特
定
労
働
者
派
遣
事
業
の
廃
止
を
命
じ
ら
れ
」
及
び

「
又
は
命
令
」

を
削
り
、

同
条
第
五
号
中
「
一
殻
労
働
者
派

遣
事
業
」

を

「
労
働
者
派
遣
事
業
〕
に
改
め
、

「
又
は
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
労
働
者
派
遣
事
業
の
麗
止

を
命
じ
ら
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
(
当
該
法
人
が
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ

を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
」
を
「
労
働
者
派

と
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
)
」
及
び
「
又
は
命
令
」

遣
事
業
」

に
改
め
、

「
又
は
第
二
十
一
日
粂
第
一
一
嘆
の
規
定
に
よ
る
特
定
労
働
者
派
遣
事
業
の
魔
止
の
命
令
」
及
、
び
「
又
は
第

二
十
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
労
働
者
派
遣
事
業
の
廃
止
の
届
出
」

を
削
り
、
同
条
第
七
号
中
「
一
般
労
働
者
派
遣
一
一
事
業
」
を

一
労
働
者
派
遣
事
業
」
に
改
め
、

「
又
は
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
労
働
者
派
遣
事
業
の
廃
止
の
届
出
」

を
削
る
。

七



ノ¥

第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
条
第
二
項
中
「
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
」
を
一
労
働
者
派
遣
事
業
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
一
一
般
派
遣
元
事
業
主
」

を
「
派
遣
元
事
業
主
」
に
、

「
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
」

を

「
労
働
者
派

遣
事
業
」

に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
」

を

「
労
働
者
派
遣
事
業
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

般
派
遣
元
事
業
主
」

を

「
派
遣
元
事
業
主
」
に
改
め
る
。

第
十
一
二
条
第
一
項
中
「
一
般
派
遣
元
事
業
主
」

を

「
派
遣
元
事
業
主
一
に
、

「
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
」
を

「
労
働
者
派

遣
事
業
一
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
一
一
般
派
遣
元
事
業
主
」
を
「
派
遣
元
事
業
主
」
に
改
め
、
開
条
第
二
項
中
「
一
般
派
遣
一
冗
事
業
主
」

を

「
派
遣
元
事
業
主
」
に
、

ご
般
労
働
者
派
遣
事
業
一

を
「
労
働
者
派
遣
事
業
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
一
般
派
遣
元
事
業
主
」
を
「
派
遣
元
事
業
主
」
に
、

「
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
」
を
「
労
働
者
派
遣
事
業
」

に
改
め
る
。

「
第
二
款

特
定
労
働
者
派
遣
事
業
」

を
削
る
。

第
十
六
条
か
ら
第
二
十
ニ
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
条
か
ら
第
ニ
十
二
条
ま
で

付
川
4
Rふ
い
れ

出
同
川
恥
恥
い



第
二
十
三
条
第
一
一
地
(
中
「
一
般
派
遣
元
事
業
主
及
、
び
特
定
派
遣
元
事
業
主
(
以
下
一
派
遣
元
事
業
主
」

と
い
う
。
)
」

を

「
派
遣
元
事
業
主
」

に
改
め
る

第
二
十
四
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」

を

「
第
二
条
第
四
号
」

に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
四
項
中
「
、

又
は
第
十
六
条
第
一
一
同
恨
の
規
定
に
よ
り
届
出
書
を
提
出
し
」

を
削
る
。

第
二
条
中
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
の
改
正
規
定

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
十
条
を
削
り
、
第
三
十
条
の
二
を
第
三
十
条
と
し
、
第
三
十
条
の
三
を
第
三
十
条
の
こ
と
す
る
。

第
二
条
中
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
一
二
十
五
条
第
一
項
第
二

口
可
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
一
一
十
五
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
一
一
一
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

当
該
労
働
者
派
遣
に
係
る
派
遣
労
働
者
が
期
聞
を
定
め
な
い
で
雇
用
す
る
労
働
者
で
あ
る
か
否
か
の
別

第
一
二
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2 

派
遣
元
事
業
主
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
後
に
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
一
史
、
が
あ
っ
た
と
き
は
、

九



O 

遅
滞
な
く
、

そ
の
旨
を
当
該
派
遣
一
先
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
一
条
の
う
ち
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
五
条
の
こ
の

次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
一
二
十
五
条
の
一
二
の
見
出
し
及
、
び
開
条
第
一
項
中
「
常
時
一
雇
用
す
る
」

を

「
期
間
を
定

め
な
い
で
雇
用
す
る
」
に
改
め
、

問
項
第
一
号
中
「
次
条
第
一
一
培
(
の
政
令
で
定
め
る
業
務
及
び
当
該
業
務
以
外
の
業
務
で
あ
っ

て
」
を
削
り
、

「
た
め
に
」

の
下
に
「
高
度
の
」

を
加
え
、

「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
、

「
す
る
業
務
又
は
そ
の
業
務
に

従
事
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
就
業
形
態
、
雇
用
形
態
等
の
特
殊
性
に
よ
り
、
特
別
の
一
雇
用
管
理
を
行
う
、
必
要
が
あ
る
」
を
「
し
、

労
働
者
が
使
用
者
と
の
交
渉
に
お
い
て
対
等
の
立
場
に
立
つ
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
条
の
六
第
一
項
第

四
号
を
問
項
第
五
号
と
す
る
改
正
規
定
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
十
条
第
四
項
中
「
第
一
二
十
条
の
二
」
を
「
第
三
十
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
う
ち
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
条
の
九
を
第

田
十
条
の
十
と
し
、
第
四
十
条
の
八
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
「
第
四
十
条
の
九
を
」
を
「
第
盟
十
条
の
九
第

二
項
中
「
第
三
十
五
条
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
」
に
改
め
、
第
四
十
条
の
九
の
見
出
し
中
「
常
時
一
雇



用
す
る
」

を

「
期
間
を
定
め
な
い
で
雇
用
す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
、
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
九
条
の
ご
第
一
一
段
(

の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
五
十
九
条
第
二
号
中
「
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
一

を

「
労
働
者
派
遣
事
業
」
に
改
め
、

同
条
第
四
号
中
「
又
は
第
二
十

一
条
」
を
削
る
。

第
六
十
条
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二
十
二
条
又
は
」

を
削
り
、
同
号
を
開
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
三
号

を
同
条
第
二
号
と
す
る
。

第
六
十
一
条
第
一
号
中
「
申
詰
4
4

一問、」

を
「
申
請
書
又
は
」
に
改
め
、

「
、
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
又
は

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
」
を
削
り
、

同
条
第
二
号
中
「
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
条
」
及
び

「
若
し
く
は
第
十

九
条
第
一
項
」

を
削
る
。

第
二
条
中
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
問
問
第
四
項
の
改
正
規
定

及
び
同
法
的
則
第
五
項
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
る
。



第
二
条
中
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
附
聞
に
一
項
を
加
え
る
改

正
規
定
を
削
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
削
り
、
間
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
(
高
年
齢
者
等
の
一
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
、
法
律
の
一
部
改
正
こ

を
付
す
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
五
条

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
二
条
第
五
項
中
「
第
二
条
第
四
号
」

を

「
第
二
条
第
一
一
一
号
」
に
、

「
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
」
を
「
労
働
者
派
遣

事
業
」

に
改
め
、
同
条
第
六
項
の
表
以
外
の
部
分
中
「
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
」

を
「
労
働
者
派
遣
事
業
」
に
改
め
、

一一一1、

第
二
章
第
二
節
第
二
款
、
第
三
十
条
」
を
削
り
、

「
第
二
条
第
六
口
さ
を
「
第
ニ
条
第
四
号
一
に
、

「
一
般
派
遣
元
事
業
主
」

を

「
派
遣
元
事
業
主
」
に
改
め
、

同
項
の
表
第
五
条
第
二
項
の
項
及
び
第
六
条
の
項
中
「
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
」

を

労

働
者
派
遣
事
業
」
に
改
め
、
同
表
第
六
条
第
四
号
の
項
中
「
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
」
を
「
労
働
者
派
遣
事
業
」
に
改
め
、

「
、
又
は
第
二
十
一
条
第
一
一
唄
の
規
定
に
よ
り
特
定
労
働
者
派
遣
事
業
の
廃
止
を
命
じ
ら
れ
」
及
び
「
又
は
命
令
」
を
間
り
、

一白
E
…引

Eー



に
限
る
。
)

ぷli
労 lて
働 l
者|
派!

草[
業;
を l

法
人
で
あ
る
場
合
(
当

労
働
者
派
遣
事
業
の
麗

同
表
第
六
条
第
五
号
の
項
、
中
「
一
殻
労
働
者
派
遣
事
業
」
を
「
労
働
者
派
遣
事
業
」
に
改
め
、

第
一
一
号
に
規
定
す
る
者

項
の
規
定
に
よ
り

PU日
じ
お
い
て

っ
た
こ
と
に
よ
る
場
合

止
を
命
じ
ら
れ
た
者
が

該
法
人
が
第
一
号
又
は

及
び
一
又
は
命
令
」
を
削
り
、
開
表
第
六
条
第

に
該
当
す
る
こ
と
と
な

六
口
可
の
項
中

「
労
働
者
派
遣
事
業
」
に
改
め
、
「
又
は
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

」

者
派
遣
事
業
の
廃
止
の
届
出

特
定
労
働
者
派
遣
事
業
の
廃
止
の
命
令
」
及
び



i
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」
を
削
り
、
同
表
第
十
四
条
第
一
項
の
項
中
「
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
」
を
「
労
働
者
派
遣
事
潜
在
に
改

一
四

を
削
り
、
同
表
第
六
条
第
七
号
の
項
中
「
又
は
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
労
働
者
派
遣
事

業
の
廃
止
の
窟
出
」

め
、
向
表
第
二
十
六
条
第
四
項
の
項
中
「
受
け
、
」

を

「
受
け
」
に
改
め
、

「
第
五
条
第
ニ
項
」

の
下
に
「
の
規
定
に
よ
り

届
出
資
習
を
提
出
し
」
を
加
え
、

同
表
第
六
十
一
条
第
一
号
の
項
中
「
申
請
書
、
」

を

「
申
請
書
又
は
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
七
項
中
「
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
」

を

「
労
働
者
派
遣
事
業
」
に
改
め
る
。

附
則
第
一
条
第
一
号
中
「
附
則
第
九
条
」
を

一
問
問
則
第
十
一
条
及
、
び
第
十
一
一
一
条
」
を
「
附
則
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
、
第
十

「
附
則
第
十
二
条
」
に
改
め
、
陪
条
第
二
号
中
「
第
二
条
一

の
下
に
一
及
び
第

五
条
」
を
加
え
、

九
条
及
、
び
第
二
十
条
」
に
、

一
三
年
」
を
「
一
年
一
に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2 

労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
は
、

そ
の
指
揮
命
令
の
下
に
労
働
さ
せ
て
い
る
派
遣
労
働
者
が
こ
の
法
律
の
施

行
に
よ
り
労
働
者
派
遣
に
よ
る
就
業
が
で
き
な
く
な
る
場
合
に
は
、

当
該
派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
、

間
引
受
」

続
き
同
一
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
に
当
該
派
遣
労
働
者
を
雇
一
い
入
れ
る
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。



附
町
第
四
条
中
「
附
則
第
七
条
」

を

「
附
則
第
十
条
」
に
改
め
る
。

照
射
第
五
条
中
一
新
労
働
者
派
遣
法
」
を
「
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
者
派
遣
法
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
条
中
「
新
労
働
者
派
遣
法
第
一
二
十
五
条
の
一
一
一
第
一
一
望

を
「
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
五

条の一一一」

に
改
め
る
。

開
期
第
十
五
条
の
見
出
し
を
削
り
、

同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て

「
(
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
)
」

を
付
し
、

同
条
を

開
則
第
十
八
条
と
す
る
。

附
則
第
十
四
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五

障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
)

第
二
条
第
五
項

附
則
第
十
四
条
を
附
則
第
十
七
条
と
す
る
。

附
則
第
十
一
一
一
条
中
港
湾
労
働
法
第
二
十
三
条
の
改
正
規
定
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
条
第
五
号
中
「
特
定
労
働
者
派
遣
事
業
)
を
「
労
働
者
派
遣
事
迭
さ
に
、

「
第
二
条
第
五
号
」
を
「
第
二
条
第
三
号
」

に
改
め
る
。

一
五
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附
則
第
十
三
条
の
う
ち
港
湾
労
働
法
第
二
十
三
条
の
改
正
規
定
中
寸
第
四
十
八
条
第
二
項
及
、
び
第
三
項
並
び
に
第
五
十
四

条
の
規
定
は
」
、

「
、
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
」
及
び

「
、
第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
四
条
並
び
に
間
関

第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
」

を
出
り
、
開
条
の
表
第
二
十
五
条
の
項
の
改
正
規
定
中
「
、
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
一
を

自IJ
り

一「、

「
並
び
に
第
五
十
四
条
」

を

「
、
第
五
十
四
条
並
び
に
開
則
第
五
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
」

を

「
改
め
、
同
表

第
二
十
六
条
第
四
項
の
項
中
「
を
受
け
、

又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
蓄
を
提
出
し
て
い
る
旨
」
及
、
び
「
を
受

け
て
い
る
旨
」

を
削
り
」
に
改
め
、

同
表
第
五
十
五
条
の
一
一
一
第
一
環
の
項
の
改
正
規
定
中
「
中
「
第
三
十
五
条
の
一
一
一
第
一
一
望

を

「
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
一

を

「
を
削
り
」
に
改
め
、
附
則
第
十
一
二
条
を
附
則
第
十
六
条
と
す
る
。

附
則
第
十
二
条
の
う
ち
港
湾
労
働
法
第
二
十
三
条
の
改
正
規
定
中
「
、
第
三
十
五
条
の
三
第
二
項
」
を
削
り
、
開
条
の
表
第

二
十
五
条
の
項
の
改
正
規
定
中
「
、
第
一
一
一
十
五
条
の
一
一
一
第
一
一
項
一

を
削
り
、
向
表
第
二
十
八
条
、
第
三
十
一
条
、
第
四
十
九
条

第
一
項
及
び
第
五
十
五
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
の
項
の
改
正
規
定
及
、
び
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
中
「
制

り
、
問
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
」

を

「
割
る
」
に
改
め
、
同
表
第
三
十
五
条
の
一
一
一
第
一
項
の
項
を
削
り
、
附
則
第
十
一
一

条
を
附
則
第
十
五
条
と
す
る
。

附
則
第
十
一
条
中
建
設
労
働
者
の
一
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
の
改
正
規
定
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



第
ニ
条
第
九
項
及
び
第
十
一
項
中
「
常
時
雇
一
用
す
る
」

を
一
期
間
を
定
め
な
い
で
雇
用
す
る
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
一
条
の
う
ち
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
の
改
正
規
定
中
「
第
四
十
四
条
中
」

の

下
に
「
「
、
第
三
十
条
第
二
口
立
を
削
り
、
」
を
加
え
、

「
、
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
」
を
割
り
、

一
並
び
に
第
五
十
西
条
」

を
「
第
三
十
条
の
二
第
一
項
」
に
、

「
、
第
五
十
四
条
並
び
に
附
則
第
五
項
及
び
第
六
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
条
の
表
第
四
条
第
三
項
の
項
の
改
正
規
定
中
「
に
改
め
」

の
下

「
、
同
表
第
二
十
六
条
第
四
項
の
項
中
「
を
受
け
、

又
) "'-
i"， 

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
書
を
提
出
し
て
い
る
旨
」
及
、
び
「
を
受
け
て
い
る
旨
」

を
剖
り
、
向
表
第
三
十
条
第
三

口
守
の
項
を
削
り
」

を
加
え
、
同
表
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
の
項
の
改
正
規
定
中
「
中
「
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
」

を
「
第

三
十
五
条
の
四
第
一
瑞
こ
に
改
め
」

を

「
を
削
り
」
に
改
め
、
附
則
第
十
一
条
を
附
則
第
十
四
条
と
す
る
。

前
則
第
十
条
の
う
ち
建
設
労
働
者
の
一
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
の
改
正
規
定
中
寸
第
一
一
一
十
五
条
の
三
第

二
項
」
を
削
る
。

附
則
第
十
条
の
う
ち
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
第
罰
十
四
条
の
表
第
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
、
び
第

三
十
九
条
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
中
第
一
二
十
五
条
の
三
第
一
項
の
項
を
削
り
、
附
則
第
十
条
を
附
則
第
十

三
条
と
す
る
。

七



ノL

附
則
第
九
条
を
附
則
第
十
二
条
と
し
、
附
則
第
八
条
を
附
則
第
十
一
条
と
し
、
間
則
第
七
条
を
附
則
第
十
条
と
し
、
間
期
第

六
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

(
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
の
許
可
等
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
七
条

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正

な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
(
次
項
、
次
条
及
び
附
則
第
九
条
に
お
い
て

「
第
二
条
に
よ
る

改
正
前
の
労
働
者
派
遣
法
」

と
い
う
。
)
第
五
条
第
一
項
の
許
可
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
市
許
可
」

と
い
う
。
)
を
受

け
て
い
る
者
は
、
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
ヨ
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営

の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
(
次
項
、
次
条
及
、
び
附
則
第
九
条
に
お
い
て

「
第
二
条
に
よ
る
改
正
後

の
労
働
者
派
遣
法
」

と
い
う
。
)
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
可
を
受

け
た
者
と
み
な
さ
れ
る
者
に
係
る
許
可
の
有
効
期
間
は
、

旧
許
可
の
有
効
期
間
の
残
存
期
間
と
す
る
。

2 

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
者
派
遣
法
第
五
条
第
一
項
の
許
可

の
申
請
を
し
て
い
る
者
は
、
間
口
可
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
に
第
二
条
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
者
派
遣
法
第
五
条
第
一
項

の
許
可
の
申
請
を
し
た
者
と
み
な
す
。



(
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
の
許
可
証
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
八
条

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
者
派
違
法
第
八
条
第
一
一
泊
(
の

規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
て
い
る
許
可
証
は
、
第
二
条
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
者
派
遣
法
第
八
条
第
一
一
地
(
の
規
定
に
よ
り
交

付
を
受
け
た
許
可
証
と
み
な
す
。

(
労
働
者
派
遣
事
業
の
許
可
の
欠
格
事
由
等
に
関
す
る
経
遇
措
置
)

第
九
条

開
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
者
派
遣
法
第
六
条
第
四
号
か

ら
第
七
号
ま
で

(
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
訴
の
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
二
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)

の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
者
に
係
る
第
二
条
に
よ
る
改
正
後
の

労
働
者
派
遣
法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
年
齢
者
等
の
一
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法

律
第
四
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
行
お
う
と
す
る
労
働
者
派
遣
事
業
に
関
し
て
は
、

こ
の
法
律
の
施
行
前
に

生
じ
た
事
由
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2 

附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
ニ
条
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
者
派
遣
法
第
五
条
第
一
一
地
ハ
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み

な
さ
れ
る
者
又
は
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
年
齢
者
等
の

九



O 

一
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
労
働
者
派
遣
事
業
を
行
っ
て
い
る
者
に
対
す

る
許
可
の
取
消
し
若
し
く
は
事
業
の
廃
止
の
命
令
又
は
事
業
の
停
止
の
命
令
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
生
じ
た

事
由
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

間
関
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
十
九
条

登
録
免
許
税
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
八
十
一
号
中
「
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
」

を
一
労
働
者
派
遣
事
業
」

に
改
め
る
。

(
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
)

第
二
十
条

住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
六
十
七
の
項
中
「
、
第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
九
条
」
を
出
る
。


